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速度違反 私用車による60km/h以上70km/h未満の速度違反 停職２月 ○×2

速度違反 私用車による30km/h以上45km/h未満の速度違反 戒告 ○×3

パワー・ハラスメント
管理職員であるにもかかわらず、部下職員に対し、執拗な非難、威圧的な行為及
び長時間の叱責といったパワー・ハラスメントを行い、著しい精神的な苦痛を与
えた。

減給３月 ○

パワー・ハラスメント
同僚職員に対し、暴言を吐く、繰り返し無視するといったパワー・ハラスメント
を行い、著しい精神的な苦痛を与えた。

減給１月 ○

パワー・ハラスメント
部下職員に対し、長時間にわたり怒鳴るなど執拗な非難及び威圧的な行為といっ
たパワー・ハラスメントを行い、著しい精神的な苦痛を与えた。

戒告 ○

セクシュアル・ハラス
メント

部下職員に対し、私用スマートフォンから食事の誘いなどのメッセージを一方的
かつ執拗に送り続け、断られても、同様のメッセージを送り続けるといったセク
シュアル・ハラスメントを行った。

減給３月 ○

減給３月 ○

戒告 ○

不適正事務

庁舎排水設備の清掃業務の支出を失念し、事業者から支払いの催促があった際
に、虚偽の決定書を作成して、当該支払いを行った。
また、庁舎管理業務の支出について、事業者からの催促がある度に正規の手続き
をとらず、計７件、468,215円の私費立替払いをした。

減給３月 ○

不適正事務

担当する生活保護業務に関し、令和元年度から３年度までの３年間に、関係機関
への支払い(６機関、105,709円）及び被保護者への一時扶助（34件、501,962円）
を未払いのまま放置したほか、認定変更を怠り、その結果、過小支給（10件、
613,522円）及び過大支給（24件、2,103,366円）を発生させた。また、157件分の
訪問記録を作成しなかった。

戒告 ○

不適正事務
前所属（他任命権者）において、誤って購入した収入証紙について正規の還付手
続をとらずに、出納局あて個人名義で還付請求を行うこととし、この際、部下職
員の個人口座に還付させた。

戒告 ○

虚偽報告
管理職員であるにもかかわらず、部下職員の時間外勤務時間について、上限時間
に収まるように実績を書き換え、超過分の手当の不支給を生じさせた。

減給１月 ○

休暇の虚偽申請
親族死亡の事実を偽り忌引休暇を取得し、加えて、療養のために災害事故休暇を
取得したにもかかわらず、療養に専念することを怠った。

減給１月 ○

正当な理由のない欠勤 １日間、正当な理由なく欠勤した。 戒告 ○

人身事故 私用車による人身重傷事故 戒告 ○

事故概要

R4
(18件)

不適正事務
管理職員であるにもかかわらず、有効期限が切れる指定難病等医療費受給者証の
更新事務の進捗管理を怠り、有効期限を延長するなどの措置もとらなかったた
め、約27,000件の受給者証の未交付を発生させた。

過去３年の懲戒処分一覧

【公表の対象】（「北海道職員に係る懲戒処分の公表指針」による。）

①懲戒処分（職務の内外を問わない。）
②当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表するもの
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事故概要

入札談合等に関与する
行為等

建設業者に対し予定価格算出の基礎となる工事価格等が記載された工事設計書の
写しを交付し、工事価格を教示し当該建設業者を含む共同企業体に同工事を落札
させ、入札に関する秘密を教示することにより、入札等の公正を害すべき行為を
行った。複数回にわたり、自己の費用を負担せず、当該建設業者ら利害関係者と
飲食を共にした。

免職 ○

酒気帯び運転 私用車により、酒気帯び運転で検挙 停職６月 ○

管理職員であるにもかかわらず、長期間にわたり、複数の学生に対し、「殴る」
等の暴言、執拗な非難、威圧的行為などの多くのパワー・ハラスメントを行い、
学生らに著しい精神的な苦痛を与えた。

停職６月 ○

減給３月 ○

減給１月 ○×4

戒告 ○×3

パワー・ハラスメント
執拗な非難や、怒鳴るといった威圧的な行為、土下座の強要などの悪質なパ
ワー・ハラスメント行為等を行い、著しい精神的な苦痛を与えた。

停職１月 ○

パワー・ハラスメント
執拗な叱責や、威圧的な行為、業務の強要などのパワー・ハラスメント行為等を
行い、著しい精神的な苦痛を与えた。

減給３月 ○

パワー・ハラスメント 理不尽な非難や暴言等により、著しい精神的な苦痛を与えた。 戒告 ○

盗撮
東京都内の私鉄駅構内のホームにおいて、前に立っていた女性のスカートの中を
スマートフォンで撮影し、東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕された。

停職３月 ○

正当な理由のない欠勤 約18日間、正当な理由なく欠勤した。 停職１月 ○

正当な理由のない欠勤 約11日間、正当な理由なく欠勤した。 停職１月 ○

不適正事務
河川法等に基づく許可申請に対し審査・決裁を経ずに無断で公印を使用し、許可
書等を交付するとともに、申請書を未処理のまま放置するなどし、占用料の過徴
収・未徴収を発生させた。また、関係書類の一部について廃棄するなどをした。

減給６月 ○

不適正事務

補助事業について交付決定を行わず補助金の支払いを怠るとともに、法人に対し
局長印を不正に使用した文書を送付するなどの不適正な事務を行った。さらに、
不適正事務を隠すため、私費立替払いや所属に対しての虚偽の報告などを行っ
た。

減給６月 ○

不適正事務
認定請求書類等を未処理のまま放置し、特別児童扶養手当等280件について未支給
額計49,240,230円を発生させた。

戒告 ○

不適正事務
補助金の交付申請について、交付決定の決裁を経ずに、１件の支出負担行為登録
を行うとともに、15件についても決裁を経ずに交付決定し、うち６件について補
助指令書を作成し申請者あて送付した。

戒告 ○

個人情報目的外収集・
紛失

個人所有のＵＳＢメモリを職場ＰＣに接続し個人情報を含む業務ファイルを保存
し、当該ＵＳＢメモリを紛失した。また、こうした事実について、上司への報告
を行わないなど適切な対処を怠った。

減給３月 ○

暴行
自宅で妻と口論となり、手近にあったリモコンを妻に投げつけ、その後、妻から
の通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕された。

戒告 ○

速度違反 私用車による 減給１月 ○×2

速度違反 私用車による 戒告 ○×4

速度違反 公用車による 戒告 ○

人身事故 私用車による人身重傷事故 戒告 ○

執拗に始末書・反省文を書き直させる、威圧的な行為、暴言や侮辱的発言などの
パワー・ハラスメントを行い、学生らに著しい精神的な苦痛を与えた。

R3
(32件)

学生に対するパワー・
ハラスメント
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事故概要

入札談合等に関与する
行為

建設業者に対し、工事価格を教示し、当該建設業者が参加する共同企業体に落札
させ、入札等の公正を害すべき行為を行った。

免職 ○

特殊詐欺
銀行員になりすましてキャッシュカードを騙し取る「受け子」、ＡＴＭから現金
を引き出し窃取する「出し子」として、特殊詐欺に関与した。

免職 ○

盗撮 エスカレーターにおいて、スカートの中をスマートフォンで盗撮した。 停職３月 ○

正当な理由のない欠勤 約19日間、正当な理由なく欠勤した。 停職３月 ○

個人情報不正使用・流
出

ヤミ金業者からの指示を受け、当該職員の携帯電話の電話帳に登録されている者
の氏名や電話番号等が記載された画像を送信し、別の一社に対し、電話番号等が
記載された連絡網のデータを送付した。

停職１月 ○

傷害
自宅で妻と口論の末、頭部を殴り傷害を負わせるとともに、その子にも傷害を負
わせた。

減給３月 ○

傷害
妻との口論の末、妻を突き飛ばすなどし、妻から診断書及び被害届が警察に提出
され、傷害事件として立件された。

戒告 ○

不適正事務
窓口受理した減免申請書を紛失し、その手続を行わず、発覚を隠蔽する目的で私
費で支払いを行った。

減給３月 ○

不適正事務
決裁手続を行わず、無断で知事印を押印した許可書を交付するとともに、処理状
況の隠蔽を図った。

戒告 ○

器物損壊
飲酒した後、宿泊先と異なるホテルに入り、宿泊していたホテルと同じ番号の部
屋に入ろうとしたが、入れず、暴れ、壁等を蹴るなどして破損させた。

戒告 ○

パワー・ハラスメント
担当外の業務を行わせるなど業務上の負荷をかけるとともに、「全部無駄な残業
だ」など厳しい叱責を行ったほか、当該職員を無視するなどを行った。

戒告 ○

速度違反 私用車による 戒告 ○×7

速度違反 公用車による 戒告 ○

人身事故 私用車による人身重傷事故 戒告 ○

R2
(20件)
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